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イギリスの反社会的行動対策に関する憲法学的検討序論

イ
ギ
リ
ス
の
反
社
会
的
行
動
対
策
に
関
す
る
憲
法
学
的
検
討
序
論

岩　
　

切　
　

大　
　

地

一　

は
じ
め
に

二　

二
〇
一
四
年
法
の
概
要

三　

二
〇
一
四
年
法
の
権
限
の
性
質

四　

結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
本
稿
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
イ
ル
ズ
を
指
す
）
の
二
〇
一
四
年
反
社
会
的
行
動
・
犯
罪
・
警
察
活
動
法

（A
nti-Social Behaviour, Crim

e and Policing A
ct 2014

、
以
下
「
二
〇
一
四
年
法
」）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
一
連
の
反
社
会
的
行

動
対
策
の
概
要
を
確
認
し
、
そ
の
沿
革
を
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
、
か
か
る
犯
罪
予
防
政
策
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
憲
法
的
な

論
点
の
候
補
を
挙
げ
、
も
っ
て
今
後
の
検
討
作
業
の
基
礎
作
り
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
反
社
会
的
行
動
は

す
べ
て
「
Ａ
Ｓ
Ｂ
」
と
略
称
す
る
。



366

法学研究 91 巻 1 号（2018：1）

二　

二
〇
一
四
年
法
の
概
要

　

二
〇
一
四
年
法
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
通
り
、
様
々
な
事
項
を
規
定
す
る
法
律
で
あ
る
。
全
部
で
一
四
部
あ
る
う
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
に

関
す
る
規
定
は
第
一
～
六
部
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
法
律
の
制
定
経
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
以
降
の
労
働
党
政
権
以
来
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
が
実
施
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
、
二
〇
一
〇
年
に
成
立
し
た
保
守
党
・
自
民
党
の
連
立
政
権
は
、
新
た
な
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
と
し
て
「
被
害
者
中
心
」
そ
し
て
「
官
僚

主
義
の
打
破
」
を
う
た
っ
て
、
二
〇
一
二
年
に
白
書
『
被
害
者
を
第
一
に
』
を
公
表
し
た
。
こ
の
白
書
で
は
被
害
者
や
地
域
の
保
護
、

迅
速
な
対
応
、
そ
し
て
現
実
的
な
抑
止
を
趣
旨
と
す
る
内
容
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
こ
れ
ら
を
条
文
に
ま
と
め
た
法
案
草
案

が
議
会
に
提
出
さ
れ
、
庶
民
院
内
務
事
項
委
員
会
が
法
案
前
審
査
を
実
施
し
た
後
、
二
〇
一
三
年
に
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
、
翌

年
に
成
立
し
た
。

　

な
お
本
法
律
の
執
行
に
当
た
っ
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
法
定
指
針
（
以
下
「
指
針
」）
が
、
本
法
律
に
基
づ
い
て
大
臣
に
よ
り
制
定
さ

れ
て
い
る
の
で）1
（

、
以
下
で
は
こ
れ
も
適
宜
参
照
す
る）2
（

。

（
一
）　

差
止
命
令
（
第
一
部
）

　

第
一
部
の
規
定
す
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
対
す
る
「
差
止
命
令
」（injunction

）
制
度
で
は
、
一
定
の
者
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
民
事
裁
判

所
（
県
裁
判
所
ま
た
は
高
等
法
院
）
が
特
定
の
個
人
に
対
し
て
民
事
法
上
の
命
令
を
発
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
命
令
は
対
象
者

に
消
極
的
義
務
と
積
極
的
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
義
務
に
違
反
す
る
と
裁
判
所
侮
辱
に
問
わ
れ
る
。

　

差
止
命
令
発
出
の
要
件
は
、
①
被
告
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
を
実
行
し
た
、
ま
た
は
実
行
す
る
旨
脅
迫
し
た
と
、
裁
判
所
が
「
蓋
然
性
の
較

量
」（balance of probabilities

）
に
基
づ
い
て
認
定
し
、
か
つ
②
被
告
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
は
命
令
の
発
出
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が
「
正
当
か
つ
便
宜
」（just and convenience

）
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合
で
あ
る
（
一
条
二
、
三
項
）。

　

な
お
こ
こ
で
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
（
二
条
）。
第
一
に
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
（harassm

ent, alarm
 or 

distress
）
を
誰
か
に
引
き
起
こ
す
、
ま
た
は
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
行
為
、
第
二
に
そ
の
者
の
居
住
す
る
家
屋
に
関
連
す
る

者
に
対
し
て
迷
惑
・
不
快
（nuisance or annoyance

）
を
引
き
起
こ
し
う
る
行
為
、
ま
た
は
第
三
に
住
宅
関
係
の
迷
惑
・
不
快
を

引
き
起
こ
し
う
る
行
為
で
あ
る
。
後
二
者
は
住
宅
関
係
に
お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
定
義
で
あ
り
、
一
般
的
な
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
は
第
一
の

定
義
が
用
い
ら
れ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
典
型
例
と
し
て
政
府
が
示
す
の
は
、
暴
力
行
為
（vandalism

）、
公
共
の
場
で
の
飲
酒
、
攻
撃
的

な
物
乞
い
（aggressive begging

）、
飼
犬
の
無
責
任
な
管
理
、
近
隣
住
民
へ
の
騒
音
・
乱
暴
行
為
、
い
じ
め
で
あ
る
（
指
針
二
三

頁
）。

　

命
令
発
出
の
対
象
者
は
一
〇
歳
以
上
の
者
で
あ
る）3
（

。
命
令
発
出
を
申
請
で
き
る
者
は
、
地
方
自
治
体
参
事
会
、
住
宅
提
供
者）4
（

、
警

察
本
部
長
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
道
警
察
本
部
長
、
ロ
ン
ド
ン
交
通
局
、
環
境
局
等
、
保
健
大
臣
等
で
あ
る
が
（
五
条
）、
こ
の
リ
ス
ト
は

内
務
大
臣
の
命
令
に
よ
っ
て
変
更
が
可
能
で
あ
る
（
五
条
五
項
）。

　

命
令
に
よ
っ
て
消
極
的
義
務
と
積
極
的
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
一
条
四
項
）。
前
者
は
一
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で

あ
り
、
後
者
の
典
型
例
と
し
て
政
府
が
示
す
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
自
覚
講
習
、
飼
犬
訓
練
講
習
、
近
隣
・
被
害
者
と
の
仲
裁
会
議
へ
の

出
席
等
で
あ
る
（
指
針
二
三
頁
）。
な
お
消
極
的
義
務
に
は
、
一
八
歳
以
上
の
対
象
者
を
自
宅
か
ら
排
除
す
る
こ
と
も
含
み
う
る
が
、

こ
の
場
合
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
「
身
体
的
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
深
刻
な
虐
待
・
攻
撃
」
で
あ
り
（
一
三
条
）、
か
つ
比
例

的
な
措
置
と
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
指
針
二
四
頁
）。
命
令
が
課
さ
れ
る
期
間
は
、
一
八
歳
未
満
の
少
年

に
つ
い
て
は
一
二
月
以
内
で
あ
る
が
、
一
八
歳
以
上
の
者
に
対
し
て
は
規
定
が
存
在
せ
ず
、
裁
判
所
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
な

お
、
特
に
積
極
的
義
務
を
含
む
命
令
の
発
出
に
際
し
て
は
、
義
務
監
督
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
さ
れ
、
裁
判
所
は
監
督
者
に
義
務
内

容
に
つ
い
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
条
）。
義
務
違
反
の
場
合
に
備
え
て
逮
捕
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
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（
四
条
）。
あ
る
い
は
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
当
該
命
令
の
申
請
者
が
逮
捕
令
状
の
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇

条
）。
差
止
命
令
の
申
請
は
、
被
告
に
通
知
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
（
六
条
）、
こ
の
場
合
に
裁
判
所
は
仮
の
差
止

命
令
を
出
す
こ
と
も
で
き
る
（
七
条
）。

　

命
令
違
反
に
対
す
る
制
裁
は
裁
判
所
侮
辱
で
あ
る
。
こ
れ
は
刑
事
罰
で
は
な
い
も
の
の
、
違
反
が
認
定
さ
れ
た
場
合
、
最
長
二
年

の
拘
禁
ま
た
は
金
銭
の
支
払
い
が
命
ぜ
ら
れ
る）5
（

。

（
二
）　

犯
罪
行
動
命
令
（
第
二
部
）

　

犯
罪
行
動
命
令
（Crim

inal Behaviour O
rders: CBO

）
は
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
裁
判
所
が
課
す
命
令
で
あ
り
、
そ
の
違
反
行

為
に
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
。

　

発
出
の
要
件
は
、
第
一
に
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
を
他
の
者
に
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る

行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
合
理
的
疑
い
を
超
え
て
認
定
さ
れ
、
か
つ
第
二
に
か
か
る
行
為
の
実
行
を
防
止
す
る
た
め
に
命
令
発
出
が
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
（
二
二
条
三
、
四
項
）。
課
さ
れ
る
義
務
の
内
容
に
は
消
極
的
義
務
と
積
極
的
義
務
が
含
ま
れ
る

（
同
五
項
）。
積
極
的
義
務
を
課
す
場
合
に
は
監
督
者
を
指
名
し
、
ま
た
内
容
に
つ
い
て
こ
の
者
と
の
協
議
が
必
要
で
あ
る
（
二
四
条
）。

少
年
事
件
の
場
合
に
は
、
検
察
官
に
よ
る
申
請
に
先
立
っ
て
少
年
犯
罪
チ
ー
ム
（Y

outh O
ffending T

eam

）
の
意
見
を
聴
取
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が）6
（

（
二
二
条
八
項
）、
政
府
指
針
に
よ
れ
ば
成
人
に
対
す
る
命
令
で
あ
っ
て
も
多
機
関
と
の
協
議
が
実
務
上
は
求
め

ら
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
指
針
二
九
頁
）。

　

Ｃ
Ｂ
Ｏ
は
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
検
察
官
の
申
請
に
基
づ
き
、
有
罪
判
決
に
付
加
し
て
、
あ
る
い
は
条
件
付
釈
放
を
決
定
す
る
場

合
に
発
出
さ
れ
る
（
同
六
項
）。
命
令
発
出
の
た
め
の
手
続
は
中
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
仮
の
命
令
の
発
出

が
可
能
で
あ
る
（
二
六
条
）。
命
令
発
出
の
前
提
と
な
る
事
実
認
定
で
は
、
当
該
刑
事
事
件
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
証
拠
（
伝
聞
証
拠
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な
ど
）
に
依
拠
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
（
二
三
条
一
項
）。
命
令
の
期
間
は
、
十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
一
年
以
上
三
年
未
満
で

あ
り
、
成
人
に
対
し
て
は
二
年
以
上
で
あ
る
（
二
五
条
）。

　

命
令
違
反
に
対
し
て
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る）7
（

。
そ
の
内
容
は
、
略
式
起
訴
の
場
合
は
六
月
拘
禁
、
罰
金
ま
た
は
併
科
、
正
式
起
訴

で
五
年
、
罰
金
ま
た
は
併
科
で
あ
る
（
三
〇
条
）。

（
三
）　

退
去
権
限
（
第
三
部
）

　

退
去
権
限
（D

ispersal Pow
ers

）
は
、
上
級
警
察
官
の
一
般
的
許
可
に
基
づ
き
、
警
察
官
等
が
個
人
に
対
し
て
一
定
の
場
所
か

ら
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
制
度
で
あ
る
。

　

そ
の
手
続
は
、
ま
ず
警
部
（inspector
）
以
上
の
警
察
官
が
事
前
に
、
一
定
地
域
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
犯
罪
・
秩
序
阻
害
行
為
が

あ
る
と
予
測
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
権
限
行
使
が
必
要
で
あ
る
と
合
理
的
に
認
め
る
場
合
に
、
最
大
四
八

時
間
以
内
の
期
間
内
で
当
該
地
域
に
お
け
る
退
去
権
限
の
使
用
を
警
察
官
ら
に
許
可
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
（
三
四
条
）。

　

退
去
権
限
を
直
接
に
行
使
す
る
の
は
警
察
官
お
よ
び
警
察
地
域
補
助
官
（Police Com

m
unity Support O

ffi
cers

）
で
あ
り
、
こ

の
権
限
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
内
容
は
、
当
該
地
域
か
ら
の
退
去
お
よ
び
指
定
さ
れ
た
期
間
内
（
最
大
で
四
八
時
間
）
の
当
該
地
域

へ
の
立
入
り
の
禁
止
で
あ
る
（
三
五
条
一
項
）。
権
限
発
出
の
要
件
は
、
第
一
に
公
共
の
場
所
に
い
る
あ
る
個
人
の
行
為
が
（
ａ
）
当

該
地
域
で
公
衆
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
、
ま
た
は
（
ｂ
）
当
該
地
域
で
犯
罪
・
秩
序
阻
害
行
為
が
発
生
す
る
事
態
に
資
す
る
、

ま
た
は
資
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
合
理
的
に
疑
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
第
二
に
（
ａ
）
ま
た
は
（
ｂ
）
の
事
態
が
生
じ
る
可
能

性
を
除
去
ま
た
は
減
少
さ
せ
る
た
め
に
権
限
発
出
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
同
二
、
三
項
）。

　

な
お
直
接
の
権
限
行
使
に
対
す
る
制
限
規
定
が
あ
り
、
一
〇
歳
未
満
の
少
年
に
は
行
使
で
き
な
い
こ
と
、
居
住
地
へ
の
ア
ク
セ
ス

や
通
勤
・
通
学
・
裁
判
所
へ
の
出
頭
を
排
除
す
る
よ
う
に
は
行
使
で
き
な
い
こ
と
、
合
法
な
ピ
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
行
進
に
対
し
て
は
行
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使
で
き
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
ま
た
表
現
の
自
由
や
集
会
の
自
由
へ
の
考
慮
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
六
条
）。

　

ま
た
指
示
に
付
随
し
て
警
察
官
ら
は
当
該
個
人
の
所
持
品
を
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
警
察
官
ら
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
合
理
的
に
信
ず
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
個
人
の
合
意
に
基
づ
き
一
時
保

管
す
る
権
限
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
七
条
）。
合
意
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
一
時
保
管
の
指
示
を
拒
否
す
る
こ
と
に
は
罰
金
が
科

さ
れ
る
（
三
九
条
三
項
）。
退
去
指
示
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
、
当
該
物
品
の
返
還
が
認
め
ら
れ
る
が
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
の

場
合
に
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
返
却
の
請
求
が
二
八
日
間
な
か
っ
た
場
合
に
は
廃
棄
さ
れ
る
。

　

退
去
の
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
は
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
三
九
条
一
項
）。
刑
罰
は
、
略
式
起
訴
に
よ
り
三
月
以
内
の
拘
禁
ま
た

は
レ
ベ
ル
四
以
下
の
罰
金
で
あ
る
。

（
四
）　

地
域
保
護
通
知
（
第
四
部
第
一
章
）

　

地
域
保
護
通
知
制
度
（Com

m
unity Protection N

otices

）
は
、
警
察
官
・
自
治
体
職
員
が
、
住
民
の
「
生
活
の
質
」
に
対
し
て

有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
行
う
者
に
対
し
て
、
通
知
に
よ
り
そ
の
行
為
の
制
限
等
を
行
う
制
度
で
あ
る
。

　

通
知
の
発
出
要
件
は
、
第
一
に
対
象
と
な
る
個
人
ま
た
は
団
体
の
行
為
が
、
一
貫
的
か
つ
継
続
的
な
態
様
で
、
一
定
地
域
の
住
民

の
「
生
活
の
質
」
に
有
害
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
か
つ
第
二
に
か
か
る
行
為
が
合
理
的
な
も
の
で
は
な
い
と
認
め
る
合
理
的
な
根

拠
が
あ
る
場
合
で
あ
る
（
四
三
条
一
項
）。
発
出
権
限
は
、
警
察
官
、
自
治
体
職
員
ま
た
は
自
治
体
か
ら
指
定
さ
れ
た
者
が
持
つ
（
五

三
条
）。
な
お
こ
の
権
限
の
発
出
に
先
立
ち
、
書
面
に
よ
る
警
告
に
よ
り
当
該
行
為
の
停
止
の
要
請
が
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
後
に
警
告
へ
の
対
応
の
た
め
の
十
分
な
時
間
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
四
三
条
五
項
）。

　

通
知
に
よ
っ
て
義
務
と
し
て
課
す
こ
と
の
で
き
る
内
容
は
、
特
定
の
行
為
の
停
止
、
特
定
の
行
為
の
履
行
ま
た
は
特
定
の
結
果
を
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達
成
す
る
た
め
の
合
理
的
な
措
置
の
履
行
で
あ
る
（
四
三
条
三
項
）。

　

通
知
に
対
し
て
は
治
安
判
事
裁
判
所
へ
上
訴
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
通
知
発
出
か
ら
二
一
日
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
六

条
）。
訴
訟
継
続
中
は
、
通
知
の
う
ち
積
極
的
義
務
を
課
す
部
分
の
み
、
執
行
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

通
知
違
反
に
対
す
る
制
裁
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
自
治
体
に
よ
り
回
復
措
置
（rem

edial action

）
が
可
能
で
あ
っ
て
、

家
屋
の
う
ち
「
外
気
に
開
か
れ
て
い
る
場
所
」
に
つ
い
て
自
治
体
が
通
知
内
容
を
代
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
（
四
七
条
二
項
）、
ま
た

そ
れ
以
外
の
場
所
に
つ
い
て
は
義
務
不
履
行
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
（
四
七
条
三
項
）、
そ
し
て
自
治
体
は
こ

れ
ら
費
用
を
対
象
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
七
条
六
項
）。
そ
の
他
、
違
反
行
為
は
犯
罪
と
規
定
さ
れ
（
四
八
条
一
項
）、
略

式
起
訴
に
よ
る
罰
金
が
可
能
で
あ
る
ほ
か
、
反
則
金
通
告
（fixed penalty notice

）
に
よ
る
処
理
も
可
能
で
あ
る
（
五
二
条
）。
ま

た
裁
判
所
が
通
知
義
務
違
反
の
有
罪
を
認
定
し
た
場
合
に
は
、
回
復
命
令
（rem

edial order

）
に
よ
っ
て
、
通
知
履
行
の
た
め
に

義
務
履
行
を
命
じ
、
ま
た
は
自
治
体
に
よ
る
一
定
の
行
為
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
九
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
通
知

違
反
の
罪
に
当
た
る
行
為
で
用
い
ら
れ
た
物
の
没
収
、
警
察
官
・
自
治
体
職
員
へ
の
引
渡
し
ま
た
は
廃
棄
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
（
五
〇
条
）、
起
訴
の
段
階
で
警
察
官
・
自
治
体
職
員
等
に
対
し
当
該
家
屋
に
対
す
る
立
入
り
・
押
収
を
許
可
す
る
令
状
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
一
条
一
項
）。

（
五
）　

公
共
空
間
保
護
命
令
（
第
四
部
第
二
章
）

　

公
共
空
間
保
護
命
令
制
度
（Public Space Protection O

rders

）
は
、
自
治
体
（
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
レ
ベ
ル
）
が
指
定
し
た
特
定

の
区
域
に
お
け
る
一
定
の
行
為
を
制
限
す
る
一
般
的
な
命
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

　

こ
の
命
令
を
制
定
す
る
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
公
共
の
場
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
行
為
が
地
域
住
民
の
生
活
の
質
に

有
害
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
う
る
行
為
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
第
二
に
か
か
る
行
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為
の
影
響
な
い
し
そ
の
可
能
性
が
、（
ａ
）
一
貫
的
か
つ
継
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
う
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、（
ｂ
）
当
該

行
為
を
不
合
理
な
も
の
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
（
ｃ
）
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
命
令
に
は
、
区
域
を
指
定
し
た
上
で
、
そ
こ
で
の
特
定
の
行
為
の
禁
止
、
特
定
の
行
為
を
行
う
者
に
対
す
る
一
定
の
行
為

の
要
求
、
ま
た
は
そ
の
両
方
の
義
務
を
課
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
義
務
内
容
は
有
害
な
影
響

を
持
つ
行
為
の
継
続
・
発
生
・
再
発
を
防
止
す
る
ま
た
は
そ
の
リ
ス
ク
を
抑
制
す
る
た
め
に
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
（
五
九
条
）。
ま
た
飲
酒
を
禁
止
す
る
内
容
を
含
ま
せ
る
場
合
は
、
酒
類
提
供
を
許
可
さ
れ
た
建
物
に
対
し
て
は
適

用
し
な
い
旨
の
規
定
（
六
二
条
）、
通
行
制
限
を
設
け
る
場
合
の
特
例
（
六
四
、
六
五
条
）
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

命
令
は
同
様
の
内
容
の
条
例
に
優
位
す
る
（
七
〇
条
）。
命
令
の
効
力
は
三
年
以
下
で
あ
る
が
、
た
だ
し
再
発
防
止
や
発
生
頻
度

抑
制
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
自
治
体
が
考
え
る
場
合
に
は
三
年
ま
で
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
ほ
か
（
六
〇
条
）、
自
治
体
は
制
限

地
域
の
変
更
・
義
務
内
容
の
変
更
・
廃
止
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
六
一
条
）。
命
令
の
制
定
に
際
し
て
自
治
体
は
警
察
本
部
長
や

区
域
内
の
土
地
所
有
者
の
ほ
か
、
自
治
体
が
適
切
と
考
え
る
地
域
代
表
的
団
体
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
二
条
四
項
）。
命

令
の
制
定
後
に
住
民
は
そ
の
効
力
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
制
定
後
六
週
間
以
内
に
訴
え
を
高
等
法
院
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
際
、
裁
判
所
は
仮
の
執
行
停
止
や
命
令
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
六
六
条
）。

　

命
令
に
違
反
す
る
行
為
は
犯
罪
と
さ
れ
、
略
式
起
訴
で
罰
金
レ
ベ
ル
三
以
下
の
対
象
と
な
る
（
六
七
条
）。
た
だ
し
反
則
金
通
告

制
度
の
適
用
も
可
能
と
さ
れ
、
訴
追
の
引
き
換
え
に
、
警
察
官
ま
た
は
警
察
地
域
補
助
官
の
通
告
に
よ
り
対
象
者
に
対
し
自
治
体
へ

一
〇
〇
ポ
ン
ド
ま
で
の
支
払
い
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
八
条
）。

（
六
）　

閉
鎖
命
令
（
第
四
部
第
三
章
）

　

閉
鎖
命
令
制
度
（Closure O

rders

）
は
、
特
定
の
建
物
に
対
し
て
警
察
・
自
治
体
が
閉
鎖
通
知
（Closure N

otice

）
を
発
出
し
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た
後
、
裁
判
所
が
閉
鎖
命
令
を
発
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
建
物
の
使
用
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

　

ま
ず
閉
鎖
通
知
を
発
出
で
き
る
の
は
、
警
部
以
上
の
警
察
官
ま
た
は
自
治
体
職
員
が
、
特
定
の
建
物
の
使
用
に
よ
る
公
衆
へ
の
迷

惑
の
発
生
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
、
ま
た
は
こ
れ
ら
建
物
の
使
用
に
伴
う
当
該
建
物
周
辺
で
の
秩
序
阻
害
行
為
の
発
生
も
し
く
は
そ

の
可
能
性
を
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
認
め
る
場
合
で
あ
る
（
七
六
条
一
項
）。
た
だ
し
、
通
知
の
発
出
に
先
立
ち
関
係
者
と
の
協

議
の
機
会
を
確
保
す
る
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
七
項
）。
さ
ら
に
政
府
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
性
質
を
判
断
す
る
に
あ
た
り

被
害
者
へ
の
影
響
の
程
度
と
被
害
者
の
望
む
処
置
に
つ
い
て
聴
取
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
通
知
の
発
出
後
に
も
被
害
者
に
そ
の
後

の
手
続
の
詳
細
を
伝
達
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
指
針
五
五
頁
）。
通
知
に
お
い
て
は
、
当
該
建
物
で
生
活
を
送
る
者
や
所

有
者
以
外
の
当
該
建
物
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
す
る
内
容
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
（
同
三
、
四
項
）。
通
知
の
効
力
は
二
四
時
間
で
あ

る
が
、
た
だ
し
警
視
以
上
の
警
察
官
、
自
治
体
の
事
務
局
長
ま
た
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
よ
る
通
知
の
場
合
に
は
四
八
時
間
で

あ
る
（
七
七
条
）。
通
知
内
容
に
違
反
し
た
行
為
は
犯
罪
と
さ
れ
、
略
式
起
訴
に
よ
り
三
月
の
拘
禁
、
罰
金
ま
た
は
併
科
が
適
用
さ

れ
る
（
八
六
条
四
項
）。

　

閉
鎖
通
知
の
発
出
後
、
警
察
官
・
自
治
体
は
治
安
判
事
裁
判
所
に
対
し
閉
鎖
命
令
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
〇
条
一
項
）。

裁
判
所
に
よ
る
命
令
の
発
出
要
件
は
、
当
該
建
物
に
お
け
る
秩
序
違
反
的
な
違
法
ま
た
は
犯
罪
行
為
の
存
在
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
、

建
物
の
使
用
に
よ
る
公
衆
の
深
刻
な
迷
惑
行
為
の
存
在
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
、
ま
た
は
当
該
建
物
の
使
用
に
伴
う
周
辺
地
域
で
の

秩
序
違
反
行
為
の
発
生
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
が
認
定
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ら
行
為
が
継
続
・
再
発
・
発
生
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
同
五
項
）。
裁
判
所
に
よ
る
閉
鎖
命
令
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
者
に
つ
い
て
当
該

建
物
へ
の
一
切
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
七
項
）。
閉
鎖
命
令
の
期
間
は
三
月
以
内
で
あ
る
が
（
同
六
項
）、
警

察
・
自
治
体
の
申
請
に
よ
り
、
裁
判
所
が
対
象
者
等
を
出
頭
さ
せ
た
上
で
さ
ら
に
三
月
以
内
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
（
八
二
条
）。

閉
鎖
命
令
に
対
し
て
は
上
訴
が
可
能
で
あ
り
、
二
一
日
以
内
に
刑
事
法
院
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
（
八
四
条
）。
閉
鎖
命
令
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に
違
反
す
る
行
為
も
犯
罪
と
さ
れ
、
五
一
週
以
下
の
拘
禁
、
罰
金
ま
た
は
併
科
が
適
用
さ
れ
る
。

（
七
）　

住
宅
明
渡
命
令
（
第
五
部
）

　

第
五
部
は
絶
対
的
住
宅
明
渡
条
件
に
関
す
る
新
た
な
要
件
を
追
加
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
家
主
か
ら
の
住
宅
明
渡

命
令
（possession order

）
の
申
請
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
ま
た
は
犯
罪
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
必
ず
こ
れ
を
認
容
す

る
も
の
と
す
る
内
容
で
あ
り
、
一
九
八
五
年
住
宅
法
（
公
営
住
宅
の
安
定
借
家
権
（secure tenancy

）
に
関
す
る
法
律
）
と
一
九
八
八

年
住
宅
法
（
民
間
住
宅
の
保
証
借
家
権
（assured tenancy

）
に
関
す
る
法
律
）
の
改
正
規
定
で
あ
る
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
次
の
五
つ
の
要
件
の
ど
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
明
渡
命
令
を
発
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
に
賃
借
人
や
そ
の
関
係
者
が
深
刻
な
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
か
つ
そ
の
犯
罪
が
当
該
住
宅
の
内
部
や
周

辺
ま
た
は
賃
貸
人
等
の
住
宅
管
理
業
務
に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
、
第
二
に
差
止
命
令
の
消
極
的
義
務
に
違
反
し
、
か
つ
そ
の
違
反

行
為
が
住
宅
の
内
部
や
周
辺
で
行
わ
れ
、
ま
た
は
違
反
事
項
が
周
辺
住
民
や
賃
貸
人
等
の
住
宅
管
理
業
務
に
対
す
る
迷
惑
行
為
を
防

止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
第
三
に
犯
罪
行
為
命
令
の
罪
が
認
定
さ
れ
、
か
つ
そ
の
違
反
行
為
が
第
二
の
要
件
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
第
四
に
当
該
住
宅
が
閉
鎖
命
令
を
受
け
、
か
つ
そ
こ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
継
続
的
に
四
八
時
間
以
上
に
わ
た
っ

て
禁
止
さ
れ
た
場
合
、
第
五
に
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
（statutory nuisance

）
に
対
す
る
停
止
通
知
（abatem

ent notice

）
ま
た

は
裁
判
所
に
よ
る
停
止
命
令
に
違
反
し）8
（

、
か
つ
当
該
迷
惑
行
為
が
騒
音
を
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
（
九
四
、
九
七
条
）。

な
お
賃
貸
人
が
自
治
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
手
続
が
あ
り
（
九
六
条
）、
ま
た
訴
訟
に
お
い
て
被
告
は
欧
州
人
権
条
約
八

条
（
私
生
活
の
権
利
）
の
抗
弁
が
で
き
る
（
九
四
条
）。

　

そ
の
他
、
裁
量
的
明
渡
命
令
事
由
を
追
加
す
る
改
正
規
定
も
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
住
民
等
へ
の
迷
惑
・
不
快
行
為

（nuisance and annoyance

）
が
確
認
さ
れ
た
場
合
と
い
う
従
来
の
要
件）9
（

に
加
え
、
賃
貸
人
等
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
行
為
ま
た
は
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そ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
が
追
加
さ
れ
（
九
八
条
）、
さ
ら
に
賃
借
人
ま
た
は
同
居
す
る
成
人
が
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
発
生
し
た
暴
動

（riot
）
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
正
式
起
訴
犯
罪
に
つ
き
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
場
合
も
追
加
さ
れ
た
（
九
九
条
）。

（
八
）　

地
域
矯
正
文
書
（
第
六
部
前
半
）

　

従
来
、
軽
度
な
犯
罪
ま
た
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
対
し
て
は
裁
判
所
外
処
置
（out-of-court disposal

）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に

は
地
域
解
決
手
続
（com

m
unity resolution

）
や
条
件
付
警
告
（conditional caution

）
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
法
は

こ
の
手
続
に
お
い
て
地
域
矯
正
文
書
（Com

m
unity Rem

edy D
ocum

ent

）
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
文
書
は
、
こ

れ
ら
処
置
の
結
果
取
ら
れ
る
べ
き
具
体
的
措
置
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
被
害
者
は
自
分
が
望
む
措
置
を
こ
の
選

択
肢
の
中
か
ら
選
び
、
警
察
官
は
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
措
置
を
決
定
す
る
。

　

こ
の
文
書
を
作
成
す
る
の
は
各
警
察
す
な
わ
ち
各
公
安
委
員
（Police and Crim

e Com
m

issioners

）
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
警

察
本
部
長
、
自
治
体
、
警
察
が
適
切
と
考
え
る
地
域
代
表
者
そ
の
他
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
一
〇
一
条
四
、
五
項
）、
作
成
後

は
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
七
項
）。
ま
た
文
書
に
含
ま
れ
る
べ
き
内
容
は
、
更
生
、
賠
償
ま
た
は
懲
罰
の
一
つ
以

上
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
三
項
）、
ま
た
比
例
的
な
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
指
針
一
三
頁
）。

　

地
域
解
決
手
続
を
取
る
た
め
の
要
件
も
規
定
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
二
条
）。
す
な
わ
ち
、
①
あ
る
者
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
ま
た
は
犯
罪
を

行
っ
た
と
す
る
証
拠
を
警
察
官
等
が
有
し
、
②
そ
の
者
が
警
察
官
等
に
対
し
て
そ
の
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
③
警
察
官
等
と
し
て
は

差
止
命
令
そ
の
他
の
裁
判
所
手
続
を
取
る
の
に
十
分
な
証
拠
が
あ
る
と
考
え
る
け
れ
ど
も
そ
う
し
な
い
こ
と
の
方
が
適
切
で
あ
る
と

考
え
、
か
つ
④
そ
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
場
合
に
は
警
告
や
反
則
金
通
知
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
場
合
に
、
可
能
で
あ

る
。
な
お
、
条
件
付
警
告
（conditional caution

）
の
発
出
の
要
件
も
定
め
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
際
に
被
害
者
の
意
見
を
聞
く
た
め
に

も
こ
の
文
書
が
用
い
ら
れ
う
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
（
一
〇
三
条
）。
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（
九
）　

地
域
発
動
（
第
六
部
後
半
）

　

指
針
に
お
い
て
地
域
発
動
（Com

m
unity T

rigger

）
と
呼
ば
れ
る
手
続
（
法
律
で
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
事
案
審
査
（A

SB case review

）
と

呼
ば
れ
て
い
る
）
は
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
関
す
る
地
域
か
ら
の
通
報
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
自
治
体
や
警
察
等
の

多
機
関
に
よ
る
事
案
審
査
を
義
務
付
け
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。

　

地
域
発
動
手
続
を
行
う
た
め
の
基
準
は
、
最
低
で
も
半
年
間
に
三
件
の
通
報
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
各
自
治
体
に
お
い
て
こ

の
基
準
を
上
回
る
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
一
〇
四
条
四
、
一
一
項
）。
な
お
政
府
と
し
て
は
、
基
準
を
設
定
す
る
際
に
は
、

問
題
と
な
る
行
為
に
お
け
る
害
意
の
存
在
や
被
害
者
の
脆
弱
性
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
指
針
六
頁
）。

　

こ
の
規
定
に
お
い
て
、
事
案
審
査
の
手
続
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
治
体
参
事
会
、
警
察
本
部
長
、
医
療
委
託

団
体
（
ウ
ェ
イ
ル
ズ
で
は
地
域
保
健
委
員
会
）、
選
出
さ
れ
た
社
会
住
宅
提
供
者
で
あ
る
が
（
一
〇
五
条
）、
す
べ
て
警
察
と
事
前
協
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
附
則
四
第
一
条
）。
こ
こ
で
は
多
機
関
連
携
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
、
既
存
の
制
度
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
リ
ス
ク
評
価
会
議
や
多
機
関
リ
ス
ク
評
価
会
議
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
る
自
治
体

も
あ
り
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
指
針
九
頁
）。

　

事
案
審
査
さ
れ
た
結
果
お
よ
び
関
係
機
関
に
対
す
る
勧
告
は
通
報
者
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
活
動
結
果
に
つ
い
て

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
四
条
）。

（
一
〇
）　

多
機
関
連
携
と
非
公
式
介
入
と
い
う
運
用

　

以
上
の
よ
う
に
二
〇
一
四
年
法
は
様
々
な
法
的
権
限
を
規
定
す
る
一
方
で
、
裁
判
所
外
処
置
と
い
っ
た
非
公
式
的
な
手
続
も
規
定

し
て
い
る
。
政
府
は
指
針
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
運
用
に
つ
き
、
ま
ず
は
被
害
者
の
関
与
を
拡
大
す
る
手
続
に
つ
い
て
、
次
い
で
早
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期
・
非
公
式
の
介
入
と
法
的
権
限
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　

指
針
は
、
連
立
政
権
の
犯
罪
対
策
・
警
察
活
動
方
針
・
地
域
安
全
対
策
全
般
に
つ
い
て
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
公
安
委
員
制
度
の
導

入
や
専
門
的
裁
量
の
拡
大
を
通
し
て
、
官
僚
制
的
性
格
か
ら
民
主
的
説
明
責
任
を
旨
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
移
行
さ
せ
た
と
し
て
い

る
。
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
も
そ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
従
来
の
対
象
者
中
心
・
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
・
命
令
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
代
わ
っ
て
、
被

害
者
へ
の
影
響
を
重
視
し
地
域
の
専
門
職
員
の
経
験
や
専
門
性
に
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
何
が
反
社
会
的
と
見
ら
れ
る
か
は
被
害
者
ご
と
に
も
地
域
ご
と
に
も
異
な
る
」
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
は
あ
る
（
指
針
二
頁
）。

　

こ
の
よ
う
な
「
地
域
の
参
加
」「
被
害
者
中
心
」
の
強
調
は
、
指
針
が
想
定
す
る
二
〇
一
四
年
法
の
運
用
に
も
反
映
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
以
下
の
二
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
組
織
面
で
は
多
機
関
連
携
に
よ
る
実
施
、
第
二
に
作

用
面
で
は
裁
判
所
外
処
置
の
活
用
で
あ
る
。
第
一
の
組
織
面
に
関
し
て
は
、
一
九
九
八
年
犯
罪
・
秩
序
違
反
法
（Crim

e and 

D
isorder A

ct 1998

）
法
五
条
以
下
に
よ
っ
て
各
基
礎
自
治
体
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
地
域
安
全
連
携
（Com

m
unity Safety 

Partnership

）
が
犯
罪
予
防
政
策
を
策
定
す
る
、
と
い
う
枠
組
み
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
携
に
は
自
治
体
参
事
会
、
保
護
観

察
官
、
警
察
本
部
長
、
消
防
本
部
、
医
療
担
当
機
関
が
参
加
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
の
機
関
と
連
絡
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
個
別

事
案
に
つ
き
、
家
庭
内
暴
力
問
題
で
用
い
ら
れ
る
多
機
関
リ
ス
ク
評
価
会
議
（M

ulti-A
gency Risk A

ssessm
ent Conference

：

M
A

RA
C

）
の
方
式
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
枠
組
み
を
通
し
て
地
域
発
動
手
続
す
な
わ
ち
事
案
審
査
と
具
体
的
な

対
策
の
決
定
が
行
わ
れ
る
。

　

作
用
面
に
関
し
て
は
、
口
頭
注
意
、
書
面
注
意
か
ら
始
ま
り
、
地
域
解
決
手
続
、
仲
裁
、
許
容
行
動
契
約
、
親
権
者
契
約
、
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
、
問
題
家
庭
プ
ロ
グ
ラ
ム
（T

roubled Fam
ilies Program

m
e

）
と
連
動
し
た
支
援
等
と
い
っ
た
、
様
々
な
非
公
式
の

介
入
方
法
が
指
針
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
警
察
等
が
主
導
し
つ
つ
、
両
当
事
者
の
合
意
や
加
害
者
の
気
付
き
と

い
っ
た
要
素
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
特
に
地
域
解
決
手
続
で
は
修
復
的
司
法
の
手
続
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
多
機
関
連
携
の
下
、
非
公
式
介
入
措
置
も

活
用
す
る
と
い
う
の
が
二
〇
一
四
年
法
の
隠
れ
た
前
提
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
中
に
公
式
に
書
か
れ
た
諸
々
の
権

限
が
一
見
す
る
と
乱
暴
な
も
の
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
地
域

レ
ベ
ル
の
参
加
と
い
う
明
示
さ
れ
ざ
る
前
提
に
よ
っ
て
中
和

さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
法
律
な
い
し
政
策
の
理
念
・
立

場
な
の
だ
ろ
う
。

　
　

三　

二
〇
一
四
年
法
の
権
限
の
性
質

　

二
〇
一
四
年
法
は
従
来
の
諸
権
限
を
ま
と
め
る
い
わ
ば
統

合
法
の
性
格
を
有
し
つ
つ）（（
（

、
他
方
で
権
限
を
拡
大
さ
せ
て
い

る
側
面
も
持
つ
。
法
が
改
廃
す
る
権
限
は
【
表
】
の
通
り
で

あ
る
。
以
下
で
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
の
系
譜
や
Ａ
Ｓ
Ｂ
へ
の
対
処

手
法
の
動
向
を
た
ど
る
こ
と
で
、
二
〇
一
四
年
法
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
権
限
の
性
質
な
い
し
態
様
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
一
）
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
の
系
譜

１　

公
共
秩
序
に
対
す
る
罪

【表】二〇一四年法によるASB対策権限とその前身
（
11
）

改正前 改正後
人への対処権限 ASBO 差止命令（第 1 部）

飲酒禁止命令
ASBI
個人支援命令
介入命令
刑事 ASBO 犯罪行動禁止命令（第 2 部）
有罪に基づく飲酒禁止命令

場所への対処権限 ゴミ除去通告 地域保護通告
ゴミ清掃通告 地域保護命令（第 4 部 1 章）
街頭管理通告
落書等除去通告
閉門命令 公共空間命令（第 4 部 2 章）
アルコール禁止指定公共空間命令
飼犬管理命令
ASB 建築物閉鎖命令 閉鎖通知、閉鎖権限
薬物販売所閉鎖命令
騒音施設閉鎖命令
許可施設閉鎖命令

警察権限 解散命令 退去権限（第 3 部）
退去指示
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Ａ
Ｓ
Ｂ
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
は
一
九
九
八
年
法
に
始
ま
る
。
こ
の
法
律
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
は
、「
自

分
の
世
帯
以
外
の
複
数
の
人
に
対
し
て
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
を
引
き
起
こ
す
、
ま
た
は
引
き
起
こ
し
う
る
」
行
動
と
定
義
さ
れ

て
い
た
。
二
〇
一
四
年
法
も
こ
の
定
義
を
基
本
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　
「
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
」
と
い
う
定
式
は
一
九
八
六
年
公
共
秩
序
法
（Public O

rder A
ct 1986

）
五
条
に
み
ら
れ
る
。
こ
の

規
定
は
、
こ
の
定
式
で
表
現
さ
れ
る
心
理
状
態
を
引
き
起
こ
す
威
嚇
的
・
乱
暴
な
（threatening or abusive

）
言
動
を
処
罰
す
る

も
の
で
あ
る）（（
（

。
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
は
公
共
秩
序
に
対
す
る
罪
の
領
域
に
一
応
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う）（（
（

。
た
だ
し
Ａ
Ｓ
Ｂ
の

定
義
と
一
九
八
六
年
法
と
の
つ
な
が
り
は
外
観
的
に
一
致
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る）（（
（

。
確
か
に
一
九
九
八
年
法
に
お
け
る

Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
に
は
、
犯
罪
行
為
た
る
秩
序
阻
害
的
な
行
為
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
的
問
題
行
動
の
よ
う
な
も
の

ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
九
五
年
に
野
党
時
代
の
労
働
党
は
地
域
安
全
あ
る
い
は
犯
罪
予
防
の
観
点
か
ら
犯

罪
誘
発
的
な
環
境
を
醸
成
す
る
問
題
行
動
に
着
目
す
べ
き
だ
と
す
る
提
案
を
行
っ
て
お
り）（（
（

、「
犯
罪
に
厳
し
く
、
犯
罪
原
因
に
も
厳

し
く
（T

ough on Crim
e, T

ough on the Causes of Crim
e

）」
と
い
う
犯
罪
対
策
を
掲
げ
政
権
を
獲
得
し
て
一
九
九
八
年
法
を
制

定
さ
せ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た）（（
（

。
一
九
九
八
年
法
の
使
用
す
る
定
義
あ
る
い
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
は
、
犯
罪
予
防
政
策
と
い
う
新
た

な
土
台
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
非
犯
罪
行
為
を
も
含
む
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
に
と
っ
て
そ
こ
に
含

ま
れ
る
行
為
が
犯
罪
に
該
当
す
る
か
否
か
は
関
係
な
い
、
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

２　

住
宅
関
係
の
迷
惑
・
不
快
行
為

　

他
方
で
、
二
〇
一
四
法
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
は
住
宅
関
係
立
法
に
も
由
来
す
る
。
労
働
党
の
提
案
に
触
発
さ
れ
て
保
守
党
は

一
九
九
六
年
住
宅
法
の
中
に
「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
を
理
由
と
す
る
差
止
命
令
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
の
制
度
は
二
〇
〇
三
年
反
社

会
的
行
動
法
（A

nti-Social Behaviour A
ct 2003

）
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
差
止
命
令
（A

nti-Social Behaviour Injunction: A
SBI

）
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と
命
名
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
警
察
・
裁
判
所
法
（Police and Justice A

ct 2006

）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
広
範
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
流
れ
に
お
い
て
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
て
二
〇
一
四
年
法
の
法
案
に
つ
き
、
当
初
政
府
が
提
案
し
た
定
義
は
「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
の
定
式
に
よ
っ
て
い
た
。
し
か
し

貴
族
院
に
よ
る
修
正
に
よ
っ
て
こ
の
定
式
は
住
宅
関
係
に
限
定
さ
れ
、
一
般
の
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
「
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
」
の
定
式
に

戻
さ
れ
た）（（
（

。
貴
族
院
の
審
議
の
大
勢
が
批
判
し
た
の
は
、「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
の
定
式
の
過
度
広
範
性
・
曖
昧
性
で
あ
る
。
他
方

で
住
宅
関
係
に
つ
い
て
は
、「
近
隣
関
係
の
特
質
上
」
や
む
を
得
な
い
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た）（（
（

。
な
お
二
〇
〇
六
年
警

察
・
裁
判
法
（Police and Justice A

ct 2006

）
に
は
、
自
治
体
が
「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
を
理
由
と
す
る
差
止
命
令
の
申
請
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
規
定
（
二
七
条
）
が
置
か
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
漏
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
用
語
の
違
い
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
内
容
を
左
右
し
な
い
こ
と
を
図
ら
ず
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

３　

生
活
環
境
関
係
の
迷
惑
行
為

　

他
方
で
、
本
来
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
迷
惑
行
為
（nuisance

）」
に
は
ま
た
別
の
系
譜
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
と

も
と
不
法
行
為
法
上
の
概
念
で
あ
り
、
自
己
の
所
有
物
の
享
有
を
妨
げ
た
り
健
康
等
に
悪
影
響
を
与
え
た
り
す
る
行
為
を
指
す）（（
（

。
ま

た
「
公
的
迷
惑
行
為
（public nuisance

）」
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
公
衆
の
生
命
・
健
康
・
財
産
・
快
適
を
阻
害

し
あ
る
い
は
公
衆
の
権
利
行
使
を
妨
げ
る
行
為
を
指
し
た）（（
（

。
こ
れ
ら
は
次
第
に
制
定
法
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
具
体

的
に
は
、
一
九
九
〇
年
環
境
保
護
法
（Environm

ental Protection A
ct 1990

）
は
「
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
（statutory 

nuisance

）」
の
概
念
を
規
定
し
、「
健
康
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
」
よ
う
な
ゴ
ミ
の
集
積
、
煙
等
の
排
出
等
の
行
為
を
こ
れ
に
該
当
す

る
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
迷
惑
行
為
の
概
念
は
二
〇
一
四
年
法
と
は
独
立
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
〇
年
法
が
制
定
法

上
の
迷
惑
行
為
の
他
に
設
け
て
い
た
ゴ
ミ
ポ
イ
捨
て
に
対
処
す
る
規
定
が
二
〇
一
四
年
法
の
地
域
保
護
通
知
制
度
に
置
き
換
え
ら
れ
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て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
〇
一
四
年
法
は
「
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
に
至
ら
な
い
迷
惑
行
為
」
の
よ
う
な
概
念
を
「
生
活
の
質

に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
」
と
い
う
文
言
の
中
に
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

諸
系
譜
の
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
へ
の
合
流

　

こ
れ
ら
三
つ
の
系
譜
は
、
犯
罪
原
因
に
も
対
処
す
る
と
い
う
刑
事
政
策
に
よ
っ
て
合
流
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

い
う
の
も
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
は
犯
罪
予
防
と
い
う
文
脈
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
犯
罪
予
防
政
策
は
環
境
犯
罪
予
防
的
な
視
点

に
立
っ
て
い
た
た
め
、
迷
惑
行
為
や
地
域
環
境
阻
害
行
為
を
含
む
広
範
な
行
為
が
犯
罪
原
因
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
九
九
七
年
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
「
割
れ
窓
理
論
」
に
言
及
し
、
些
細
な
秩
序
違
反
行
為
で
あ
っ
て
も
こ
れ
が
集
積
あ
る

い
は
拡
大
す
る
こ
と
で
犯
罪
に
至
る
（
あ
る
い
は
犯
罪
が
可
能
な
環
境
が
作
ら
れ
る
）
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
た
し
、
二
〇
〇
三

年
の
政
府
白
書
は
犯
罪
を
容
易
に
す
る
「
環
境
」、「
地
域
」
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
、
そ
し
て
人
々
の
「
生
活
の
質
」
を
保

護
す
る
と
い
う
観
点
を
強
調
し
て
い
た）（（
（

。
そ
の
結
果
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
行
動
類
型
は
広
範
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た）（（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
二
〇
一
四
年
法
の
文
言
は
「
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
を
引
き
起
こ
す
行
為
」、「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
お
よ
び
「
生

活
の
質
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
」
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
例
え
ば
指

針
は
ど
れ
も
「
Ａ
Ｓ
Ｂ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
政
府
の
強
調
し
た
被
害
者
重
視
の
立
場
か
ら
は
な
お
さ
ら
行
動
の
定
義
に

限
定
的
な
意
味
は
持
た
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
は
環
境
犯
罪
予
防
的
な
視
点
を
経
由
す
る
こ
と
で
幅
広
い

意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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（
二
）
Ａ
Ｓ
Ｂ
へ
の
対
処
手
法
の
動
向

１　

刑
事
的
手
法
と
民
事
的
手
法

　
「
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
を
引
き
起
こ
す
行
動
」
を
伴
う
言
動
等
に
は
刑
罰
を
科
す
と
い
う
の
が
一
九
八
六
年
法
の
規
定
で

あ
っ
た
が
、
前
述
の
通
り
こ
の
行
為
概
念
が
拡
大
す
る
に
伴
い
、
一
九
九
八
年
法
は
こ
れ
を
ま
ず
民
事
命
令
に
よ
っ
て
規
制
す
る
と

い
う
手
法
を
導
入
し
た
。
そ
れ
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
命
令
（A

nti-Social Behaviour O
rder: A

SBO

）
の
制
度
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
は
裁
判
所

に
よ
っ
て
民
事
命
令
と
し
て
発
出
さ
れ
る
が
、
命
令
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
禁
止
事
項
に
違
反
し
た
場
合
に
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
し

く
み
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
し
ば
し
ば
「
民
事
・
刑
事
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
労
働
党
が
野

党
時
代
に
提
出
し
た
法
案
（
そ
の
後
一
九
九
七
年
ス
ト
ー
カ
ー
か
ら
の
保
護
法
（Protection from

 Stoking A
ct 1997

）
と
し
て
成
立
）

に
お
い
て
す
で
に
こ
の
よ
う
な
手
法
が
採
ら
れ
て
き
た）（（
（

。
も
っ
と
も
、
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
に
対
す
る
規
制
権
限
で
は
比
較
的
早

い
時
期
か
ら
こ
の
手
法
が
採
ら
れ
て
き
た）（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
制
度
の
導
入
後
に
派
生
的
な
制
度
も
展
開
し
て
い
た
。
ま
ず
二
〇
〇
二
年
警
察
改
革
法
（Police Reform

 

A
ct 2002

）
に
よ
り
一
九
九
八
年
法
に
一
Ｃ
条
が
挿
入
さ
れ
、
刑
事
事
件
で
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
た
場
合
に
課
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
命
令

（
刑
事
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
）
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
有
罪
判
決
に
付
随
し
て
、
被
告
人
が
Ａ
Ｓ
Ｂ
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ

を
裁
判
所
が
発
出
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
そ
の
後
二
〇
一
四
年
法
で
は
Ｃ
Ｂ
Ｏ
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
に
は

本
来
「
犯
罪
予
防
命
令
」
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
刑
事
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
の
導
入
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
犯
罪
と
の
区
別
が
さ
ら
に
曖
昧
に

な
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る）（（
（

。

　

ま
た
二
〇
〇
三
年
反
社
会
的
行
動
法
（A

nti-Social Behaviour A
ct 2003

）
に
よ
り
、
一
九
九
六
年
住
宅
法
に
一
五
三
Ａ
条
の
挿

入
と
い
う
形
で
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
差
止
命
令
（A

nti-Social Behaviour Injunction: A
SBI

）
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
住
宅
法
一

五
二
条
は
現
実
の
暴
力
ま
た
は
そ
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
の
み
社
会
的
家
主
か
ら
の
差
止
命
令
の
請
求
を
認
め
て
い
た
が
、
二
〇
〇



383

イギリスの反社会的行動対策に関する憲法学的検討序論

三
年
法
に
よ
り
広
く
Ａ
Ｓ
Ｂ
ま
た
は
そ
の
可
能
性
で
足
り
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
と
違
っ
て
純
粋
に
民
事
命
令

で
あ
り
、
そ
の
違
反
行
為
に
は
裁
判
所
侮
辱
に
よ
る
制
裁
が
課
さ
れ
る
。
発
出
の
要
件
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と

被
害
者
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り）（（
（

、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
の
よ
う
に
必
要
性
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
は
二
〇
一
四
年
法
に

お
い
て
差
止
命
令
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
四
年
法
以
前
に
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
と
そ
の
関
連
制
度
が
同
時
に
走
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
は
、
刑

事
・
民
事
の
融
合
的
な
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
か
ら
、
刑
事
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
は
刑
事
的
な
手
法
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｉ
は
民
事
手
法
と
し
て
分
離
し
て

い
っ
た
の
だ
と
す
る
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
犯
罪
行
為
も
犯
罪
で
な
い
行
動
も
含
む
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｏ
違
反
に
対
し
て
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
の
正
当
化
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
刑
事
と
民
事
を
分
離
さ
せ
る
方
が
使
い
や
す

か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
説
明
で
あ
る）（（
（

。

　

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
と
二
〇
一
四
年
法
の
差
止
命
令
と
比
較
す
る
と
、
後
者
の
発
出
基
準
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ

は
民
事
命
令
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
違
反
に
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
貴
族
院
の
判
例
に
よ
り
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
発

出
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
に
は
「
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
」
の
基
準
が
適
用
さ
れ）（（
（

、
ま
た
発
出
要
件
は
「
必
要
性
」
ま
で
が
要
求

さ
れ
た
。
こ
の
点
、
新
制
度
で
は
差
止
命
令
は
事
実
認
定
や
制
裁
の
点
で
も
純
粋
に
民
事
上
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
発
出
基
準
も

「
正
当
性
・
便
宜
性
」
へ
と
下
げ
ら
れ
た
が
、
他
方
で
義
務
内
容
に
積
極
的
義
務
を
含
む
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
制
裁
は
刑
事

罰
で
は
な
い
も
の
の
最
大
二
年
の
拘
禁
が
裁
判
所
侮
辱
に
よ
り
課
さ
れ
る
。
民
事
の
形
式
を
取
り
つ
つ
、
実
質
的
に
は
重
い
義
務
を

簡
単
に
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
が
図
ら
ず
も
示
し
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
刑
事
法
の

原
則
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
き
た
事
柄
を
も
、
手
続
的
に
は
よ
り
簡
易
な
方
法
に
よ
っ
て
扱
う
と
い
う
二
〇
一

四
年
法
の
傾
向
で
あ
る
。
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２　

退
去
権
限

　

前
述
の
よ
う
な
裁
判
所
手
続
に
よ
る
対
処
方
法
に
加
え
て
、
二
〇
一
四
年
法
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
対
処
手
法
に
は
裁
判
所
を
経
由

し
な
い
簡
略
な
手
続
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
二
〇
一
四
年
法
に
お
い
て
は
、
退
去
権
限
の
行
使
や
警
察
官
ま
た
は
警
察
地
域
補
助
官

（
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
社
会
的
地
主
な
ど
の
指
定
さ
れ
た
民
間
人
）
に
よ
る
反
則
金
の
徴
収
、
そ
し
て
特
に
裁
判
所
外
処
置
と
呼
ば

れ
る
非
公
式
的
な
解
決
手
続
の
存
在
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

退
去
権
限
は
、
一
九
九
八
年
法
に
お
い
て
自
治
体
が
一
〇
歳
以
下
の
少
年
に
対
し
夜
間
外
出
禁
止
制
度
（curfew

 schem
e

）
を

策
定
で
き
る
と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
二
〇
〇
一
年
に
こ
れ
が
上
級
警
察
官
に
よ
る
一
六
歳
以
下
の
少
年
へ
の

命
令
発
出
と
い
う
制
度
に
拡
大
し）（（
（

、
そ
の
後
、
集
団
に
よ
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
二
〇
〇
三
年
法
の

解
散
権
限
（dispersal pow

er
）
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た）（（
（

。
こ
の
権
限
に
基
づ
く
解
散
指
示
の
効
力
は
二
四
時
間
と
さ
れ
て
い

た
。
他
方
で
こ
れ
と
は
別
に
、
二
〇
〇
六
年
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
関
係
の
規
制
立
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
に

起
因
す
る
秩
序
阻
害
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
警
察
官
が
認
定
し
た
個
人
に
対
し
て
、
最
大
四
八
時
間
の
効
力
を
持
つ
退
去
指

示
を
発
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た）（（
（

。
二
〇
一
四
年
法
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
手
続
的
に
は
上
級
警
察
官
に

よ
る
一
般
的
な
地
域
指
定
と
い
う
二
〇
〇
三
年
法
の
手
法
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
集
団
で
は
な
く
個
人
に
対
し
て
四
八
時
間
の
効
力
を

持
つ
命
令
を
発
出
す
る
と
い
う
二
〇
〇
六
年
法
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
、
両
者
を
統
合
し
た
。

３　

反
則
金
制
度

　

二
〇
一
四
年
法
は
、
地
域
保
護
通
知
や
公
共
空
間
保
護
命
令
の
違
反
行
為
に
つ
き
、
こ
れ
自
体
は
犯
罪
と
し
つ
つ
反
則
金
の
支
払

い
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
な
い
で
済
む
と
い
う
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
法
以
前
に
も
秩
序
阻
害
行
為
反
則
金
通
告
制
度

（Penalty N
otices for D

isorder

）
が
犯
罪
行
為
に
位
置
付
け
ら
れ
る
行
為
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が）（（
（

、
二
〇
一
四
年
法
は
こ
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の
手
法
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

地
域
保
護
通
知
違
反
に
対
す
る
固
定
反
則
金
通
告
（Fixed Penalty N

otice

）
は
、「
生
活
の
質
」
に
影
響
を
与
え
る
行
動
を
行

う
者
に
対
し
て
一
定
の
義
務
を
課
し
、
そ
の
違
反
行
為
を
犯
罪
と
位
置
付
け
た
上
で
課
さ
れ
る
制
裁
で
あ
る
。
従
来
、
例
え
ば
ゴ
ミ

の
投
棄
や
落
書
き
な
ど
は
そ
れ
自
体
が
犯
罪
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
行
為
に
対
し
て
反
則
金
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
が）（（
（

、

二
〇
一
四
年
法
は
こ
れ
ら
対
象
行
為
を
限
定
せ
ず
、
な
お
か
つ
当
該
行
動
に
よ
る
生
じ
た
弊
害
の
除
去
ま
で
を
通
告
に
よ
っ
て
義
務

付
け
る
点
に
特
徴
が
あ
る）（（
（

。
金
額
は
最
大
で
一
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
反
則
金
の
徴
収
は
、
警
察
官
や
警
察
地
域
補
助
官
の
み
な
ら

ず
、
自
治
体
職
員
や
契
約
業
者
に
よ
っ
て
も
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
指
針
に
お
い
て
は
、
反
則
金
に
よ
る
処
理
は
適
切
な

場
合
も
あ
ろ
う
が
「
地
域
へ
の
影
響
の
減
少
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
被
害
者
に
無
視
さ
れ
た
と
い
う
感
情
を
抱
か
せ
る

場
合
に
は
」
反
則
金
制
度
の
適
用
は
最
善
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

公
共
空
間
保
護
命
令
で
は
、
自
治
体
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
命
令
へ
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
反
則
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の

制
度
の
前
身
と
な
る
閉
門
命
令
に
は
刑
罰
規
定
が
な
く）（（
（

、
ア
ル
コ
ー
ル
禁
止
指
定
地
域
命
令
で
は
反
則
金
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
が）（（
（

、
も
う
一
つ
の
前
身
で
あ
る
飼
犬
管
理
命
令
に
は
反
則
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た）（（
（

。
公
共
空
間
保
護
命
令
で
は
対
象
事

項
を
限
る
こ
と
な
く
、
任
意
に
禁
止
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
広
く
反
則
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

４　

非
公
式
な
介
入
措
置

　

Ａ
Ｓ
Ｂ
に
対
す
る
非
公
式
な
早
期
介
入
は
実
務
に
お
い
て
は
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
広
く
採
用
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
れ）（（
（

、
二
〇
一

四
年
法
も
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
外
処
置
の
存
在
ま
た
は
活
用
を
前
提
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
刑
事
手
続
に
お
い
て
「
軽
度
で
、
し

ば
し
ば
初
犯
の
犯
罪
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
比
例
的
に
処
理
す
る
」
手
法
が
広
く
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
地

域
解
決
、
単
純
警
告
（sim

ple caution

）、
条
件
付
警
告
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
多
様
な
非
公
式
介
入
手
段
の
う
ち
ど
れ
を
選
択
す
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る
か
は
現
場
の
警
察
官
等
に
委
ね
ら
れ
る
。
地
域
解
決
の
中
で
は
修
復
的
司
法
の
手
法
（
た
だ
し
刑
事
手
続
の
代
替
と
し
て
の
そ
れ）

（（
（

）

が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
修
復
的
司
法
協
会
（Restorative Justice Council

）
と
い
う
民
間
団
体

の
発
行
す
る
基
準
に
従
っ
て
訓
練
を
受
け
た
警
察
官
等
が
こ
れ
を
行
う）（（
（

。
も
っ
と
も
、
警
察
官
等
が
事
案
発
生
の
現
場
で
行
う
こ
と

も
あ
れ
ば
、
学
校
・
保
護
観
察
官
・
自
治
体
・
住
宅
協
会
・
住
民
団
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
近
隣
司
法
パ
ネ
ル
（N

eighbourhood 

Justice Panel
）
に
よ
る
会
議
で
の
リ
ス
ク
評
価
の
上
で
実
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
で
は
、
現
場
の
担
当
者
に

よ
る
判
断
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

四　

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
法
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
の
概
要
を
確
認
し
た
後
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
あ
る
い
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
の
系
譜
と
Ａ
Ｓ

Ｂ
対
策
手
法
の
展
開
を
た
ど
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
権
限
の
性
質
を
紙
幅
の
限
り
で
検
討
し
た
。
さ
し
あ
た
り
指
摘
で
き
る
こ
と

と
し
て
、
犯
罪
予
防
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
な
る
概
念
・
定
義
や
そ
れ
へ
の
対
処
手
法
に
柔
軟
性
が
付
与
さ
れ
て
き
た
も

の
の
、
そ
の
柔
軟
性
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
達
成
す
べ
き
目
的
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
（「
生
活
の
質
」
概
念
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
）、
お
よ
び
法
執
行
の
主
体
は
一
応
警
察
を
中
心
と
し
て
い
る
も
の
の
、
多
機
関
連
携
や
地
域
参
加
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
法
執
行
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
敷
衍
さ
せ
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
対

策
権
限
を
図
式
化
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
対
策
の
自
己
目
的
化
・
自
律
化
、
そ
し
て
そ
の
実
行
に
つ
き
多
元
化
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
法
分
野
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
刑
事
司
法
が
民
事
と
融
合
し
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
刑
事
司
法
と
地
域
政
策
、
社
会
福
祉
、
公
衆
衛
生
、
住
宅
政
策
、
都
市
計
画
な
ど
と
の
関
わ
り
が
増
大
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
分
野
が
犯
罪
の
予
防
的
措
置
と
し
て
準
・
刑
事
政
策
的
目
的
の
た
め
に
動
員
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
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そ
こ
で
最
後
に
、
二
〇
一
四
年
法
の
よ
う
な
も
の
あ
る
い
は
そ
の
執
行
に
つ
い
て
憲
法
的
に
ど
の
よ
う
な
検
討
事
項
が
考
え
ら
れ

う
る
か
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い）（（
（

。

　

第
一
に
、
二
〇
一
四
年
法
の
諸
権
限
あ
る
い
は
非
公
式
の
介
入
手
法
は
比
例
的
に
実
施
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
言
明
が
、
法
の
文
言

や
政
府
文
書
に
多
々
見
ら
れ
る
が
、
他
方
で
こ
れ
ら
は
現
場
の
担
当
者
に
お
い
て
適
切
と
判
断
さ
れ
た
方
法
の
選
択
肢
を
広
げ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
非
公
式
な
介
入
手
法
か
ら
法
的
な
権
限
に
至
る
ま
で
が
強
制
力
の
強
度
で
比
例
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
た
く
さ
ん
の
道
具
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
形
容
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
説
で
は

「
ツ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
論
」
と
し
て
議
論
す
る
も
の
も
あ
る
が）（（
（

、
こ
の
結
果
、
法
の
執
行
が
現
場
の
裁
量
ま
た
は
専
門
性
の
質
に
大
き

く
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
退
去
権
限
に
関
す
る
規
定
が
現
場
の
警
察
官
に
つ
い
て
「
欧
州
人
権
条
約
上
の
権
利
を
考
慮
す
べ
き
」

と
し
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
存
在
の
み
を
も
っ
て
権
限
濫
用
の
お
そ
れ
な
し
と
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る）（（
（

。

　

次
に
、
二
〇
一
四
年
法
で
は
公
共
空
間
か
ら
の
排
除
に
関
す
る
規
定
が
目
立
つ
。
排
除
の
理
由
が
「
生
活
の
質
」
へ
の
弊
害
を
含

め
た
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
い
う
曖
昧
な
概
念
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
こ
と
で
な
お
さ
ら
、「
異
質
な
者
」
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
帯

び
、
こ
れ
が
平
等
に
対
す
る
権
利
、
ひ
い
て
は
民
主
政
治
の
基
盤
を
損
な
う
お
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う）（（
（

。
他
方
で
、
二

〇
一
四
年
法
の
前
提
に
は
地
域
住
民
の
参
加
に
よ
る
犯
罪
予
防
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
ミ
ク
ロ
な
公
共
性
に
よ
る
包
摂
の
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

刑
事
政
策
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
内
在
的
に
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
環
境
的
犯
罪
予
防
の
視
点
は
刑
事
政
策
の
関

わ
る
範
囲
を
広
げ
、
従
来
的
な
刑
事
法
を
バ
イ
パ
ス
し）（（
（

、
ま
た
物
質
的
・
人
的
環
境
か
ら
の
影
響
を
あ
ま
り
気
付
か
れ
な
い
形
で
作

用
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
た
め）（（
（

、
こ
の
よ
う
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
な
刑
事
的
権
限
を
改
め
て
憲
法
上
の
枠
組
み
に
位
置
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
刑
事
政
策
の
あ
り
方
が
選
挙
で
の
訴
求
と
い
う
政
局
的
戦
略
の
対
象
に
も
な
り
や
す
い
だ
け
に
、
そ
も
そ
も
刑
事
政
策

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
ま
で
を
含
み
う
る
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
例
え
ば
日
本
国
憲
法
な
ら
ば
三
一
条
の
要
請
す
る
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適
正
実
体
法
の
あ
り
方
如
何
と
い
う
枠
組
み
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
司
法
権
あ
る
い
は
司
法
権
的
な
作
用
の
変
化
に
も
着
目
さ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
法
の
背
景
に
は
刑
事
手
続
に
対
す
る
住
民

の
理
解
、
信
頼
増
進
と
い
う
問
題
意
識
が
含
ま
れ
て
い
た
（
当
然
、
緊
縮
財
政
と
い
う
背
景
も
あ
る
）。
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
法
執
行
は
こ
の
点
、

裁
判
所
外
処
置
を
通
し
た
地
域
住
民
関
与
に
よ
る
手
続
に
「
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
」
の
名
称
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
手
続
を
司
法
権
的
な
る
も
の
の
原
型
と
見
る
こ
と
は
即
断
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
住
民
の
理
解
、
信
頼
増
進
と
い
う
問
題
意
識
に
は
、
日
本
の
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
が
想
起
さ
れ
る
（
日
本
で
は

「
国
民
」
の
「
参
政
権
」
と
し
て
説
明
さ
れ
た
が
）。
逆
に
言
え
ば
、
紛
争
解
決
に
お
い
て
裁
判
所
な
い
し
司
法
権
の
本
来
的
な
役
割
と

は
な
に
か
、「
裁
判
所
の
活
動
の
正
当
性）（（
（

」
が
ミ
ク
ロ
な
場
面
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
）　H

om
e O

ffi
ce, A

nti-social Behaviour, Crim
e and Policing A

ct 2014: R
eform

 of anti-social behaviour pow
ers: 

Statutory guidance for frontline professionals (2014). 

（
2
）　

な
お
以
下
の
権
限
の
実
施
例
に
つ
い
て
は
、
民
間
団
体
で
あ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
（M

anifesto C
lub, http://

m
anifestoclub.info/

）
の
発
行
物
が
詳
し
い
。

（
3
）　

た
だ
し
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
少
年
裁
判
所
（youth court

）
が
発
出
す
る
。

（
4
）　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
住
宅
は
持
ち
家
、
民
間
賃
貸
、
お
よ
び
社
会
住
宅
に
分
類
さ
れ
、
社
会
住
宅
に
は
自
治
体
が
供
給
す
る
公
営
住

宅
と
住
宅
協
会
（housing association

）
が
供
給
す
る
住
宅
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。
所
道
彦
「
イ
ギ
リ
ス
住
宅
政
策
と
社
会
保
障
改

革
」
社
会
政
策
六
巻
一
号
（
二
〇
一
四
）
五
四
頁
。

（
5
）　

な
お
少
年
に
関
す
る
特
別
の
規
定
が
あ
り
（
附
則
二
）、
少
年
が
差
止
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
監
督
命
令
ま
た
は
収
容
命
令

を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）　

森
久
智
江
「
イ
ギ
リ
ス
少
年
司
法
に
お
け
る
委
託
命
令
（Referral O

rder
）
に
つ
い
て
│
修
復
的
司
法
の
可
能
性
と
限
界
を
め
ぐ

る
予
備
的
考
察
と
し
て
│
」
九
大
法
学
九
〇
号
（
二
〇
〇
五
）。
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（
7
）　

な
お
少
年
に
関
す
る
特
例
と
し
て
、
命
令
の
公
表
制
度
（
二
三
条
八
項
）
や
命
令
の
一
年
毎
の
見
直
し
の
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
二
八
条
）。

（
8
）　

一
九
九
〇
年
環
境
保
護
法
七
九
条
は
、
健
康
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
迷
惑
行
為
を
「
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
」
と
定
義
す
る
。

（
9
）　

一
九
八
五
年
法
お
よ
び
一
九
八
八
年
法
に
も
「
迷
惑
・
不
快
行
為
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
10
）　A

 Craw
ford, S Lew

is and P T
raynor, ʻ

“It ainʼt (just) w
hat you do, itʼs (also) the w

ay that you do it

”: T
he role of 

Procedural Justice in the Im
plem

entation of A
nti-social Behaviour Interventions w

ith Y
oung Peopleʼ (2017) 23 Eur 

J Crim
 Policy Res 9, 11.

（
11
）　

渡
邉
泰
洋
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
対
策
の
新
展
開
─
一
九
九
八
年
法
か
ら
二
〇
一
四
年
法
へ
─
」
罪
と
罰
五
二
巻
三

号
（
二
〇
一
五
）
一
三
三
頁
。

（
12
）　

二
〇
一
三
年
犯
罪
・
裁
判
所
法
（Crim
e and Courts A

ct 2013

）
五
七
条
に
よ
り
、「
侮
辱
的
な
」（insulting

）
な
言
動
を
も

処
罰
す
る
旨
の
部
分
が
削
除
さ
れ
た
。
経
緯
に
つ
い
て
はI Channing, T

he Police and the E
xpansion of Public O

rder Law
 

in Britain 1829-2014 (Routledge, 2015) 155-157.

（
13
）　R Card and J English, Police Law

 (O
xford U

niversity Press, 15th edn, 2017) ch 26

は
「
嫌
な
思
い
・
不
安
・
不
快
」

を
「
公
共
秩
序
」
の
章
の
中
に
含
め
て
い
る
。

（
14
）　A

 M
illie, ʻA

nti-Social Behaviour, Behavioural Expectations and an U
rban A

estheticʼ (2008) 48 Brit J Crim
inol 

379, 381.

（
15
）　S M

acD
onald, ʻA

SBO
s and Control O

rders: T
w

o Recurring T
hem

es, T
w

o A
pparent Contradictionsʼ (2007) 60 

Parliam
 A

ff 601, 602. 

（
16
）　

一
九
九
七
年
総
選
挙
の
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（http://w

w
w

.politicsresources.net/area/uk/m
an/lab97.htm

）
参
照
。

（
17
）　

た
だ
し
二
〇
一
四
年
法
第
一
部
の
題
名
は
「
迷
惑
・
不
快
行
為
防
止
差
止
命
令
（Injunctions to prevent nuisance and 

annoyance

）」
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

（
18
）　H

L D
eb 8 Jan 2014, vol 750, cols 1513-47.

（
19
）　

ク
ロ
イ
ド
ン
区
参
事
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
二
〇
一
四
年
法
に
言
及
す
る
文
脈
で
、
参
事
会
が
裁
判
所
か
ら
得
た
差
止
命
令
（
二
〇
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一
六
年
九
月
三
〇
日
付
〈https://w

w
w

.croydon.gov.uk/sites/default/files/articles/dow
nloads/order.pdf

〉）
を
紹
介
す
る

が
、
こ
の
命
令
は
一
九
七
二
年
地
方
自
治
法
（Local Governm

ent A
ct 1972

）
二
二
二
条
お
よ
び
二
〇
〇
六
年
法
に
基
づ
い
て
発
出

さ
れ
て
い
る
。
命
令
は
対
象
者
を
不
特
定
者
と
し
、
一
定
の
街
路
で
「
ク
ロ
イ
ド
ン
・
サ
ー
キ
ッ
ト
」
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も

の
で
あ
る
。

（
20
）　D

 Greenbelg (ed), Jow
itʼs D

ictionary of E
nglish Law

, vol 2 (Sw
eet &

 M
axw

ell, 2015) 1670.

（
21
）　R Card and J English, Police Law

 (O
U

P, 15th edn, 2017) 626. R
 v R

im
m

ington [2005] U
K

H
L 63.

（
22
）　F M

cM
anus, ʻN

oise and the Law
ʼ in J Stew

art et al, W
hy N

oise M
atters (Routlege, 2011), 132.

（
23
）　H

om
e O

ffice, R
espect and R

esponsibility (Cm
 5778, 2003) 14. 

な
お
、
二
〇
〇
五
年
清
浄
近
隣
・
環
境
法
（Clean 

N
eighbourhoods and Environm

ent A
ct 2005

）
一
条
の
い
う
「
反
社
会
的
行
動
ま
た
は
地
域
環
境
に
害
を
与
え
る
行
動
」
と
い
う

文
言
は
、
こ
の
点
を
例
証
し
て
い
る
。

（
24
）　

二
〇
〇
四
年
に
内
務
省
が
例
示
し
た
反
社
会
的
行
動
の
一
覧
の
大
枠
の
み
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
大
き
く
四
つ
の
タ
イ
プ
（
公
共
空
間

の
濫
用
、
地
域
・
個
人
の
福
利
の
軽
視
、
対
人
的
行
為
、
環
境
の
損
壊
）
に
分
け
ら
れ
、
第
一
タ
イ
プ
に
は
薬
物
乱
用
、
路
上
飲
酒
、
物

乞
い
、
売
春
、
カ
ー
ブ
・
ク
ロ
ー
リ
ン
グ
（
買
春
客
が
車
で
待
ち
な
が
ら
声
を
か
け
る
行
為
）、
性
的
行
為
、
放
置
車
両
、
車
両
関
係
の

騒
音
等
が
、
第
二
タ
イ
プ
に
は
騒
音
、
乱
暴
な
行
動
、
迷
惑
行
動
、
い
た
ず
ら
電
話
、
動
物
の
不
適
切
な
管
理
が
、
第
三
タ
イ
プ
に
は
人

種
・
性
的
指
向
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
宗
教
・
障
害
・
年
齢
を
理
由
と
す
る
威
嚇
的
・
困
惑
的
行
為
（
暴
言
、
い
じ
め
、
威
嚇
的
な
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
な
ど
）
が
、
そ
し
て
第
四
タ
イ
プ
に
は
器
物
損
壊
・
暴
力
行
為
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
や
不
法
投
棄
が
含
ま
れ
て
い
る
。H

om
e 

O
ffi

ce, D
efining and m

easuring anti-social behaviour (2004), 4; 

渡
邉
・
前
掲
注
（
11
）
一
三
三
頁
。

（
25
）　

公
共
空
間
命
令
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
閉
門
命
令
は
二
〇
〇
五
年
法
二
条
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年
公
道
法
に
挿
入
さ
れ
た
制
度
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
「
犯
罪
ま
た
は
反
社
会
的
行
動
」
の
存
在
が
命
令
制
定
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
。
公
共
空
間
保
護
命
令
制
度
に
お
け
る

「
生
活
の
質
」
概
念
の
援
用
に
は
、「
反
社
会
的
行
動
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
者
の
存
在
は
、
地
域
住
民
の
生
活
の
質
に
と
っ
て
の
一
定
の

サ
イ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
伏
在
し
て
い
る
。C Johnstone, ʻPenalising Presence in Public Space: Control 

through Exclusion of the ʻD
iffi

cultʼ and ʻU
ndesirableʼʼ (2016) 6(2) Intʼl J Crim

e, Justice and Social D
em

ocracy 1, 9.

（
26
）　M

acD
onald (n 15) 602.
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（
27
）　

た
だ
し
、
制
定
法
上
の
迷
惑
行
為
は
類
型
的
に
刑
事
犯
罪
に
属
し
、
そ
の
手
続
の
一
部
と
し
て
「
除
去
通
告
（abatem

ent 
notices

）」
が
発
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
一
九
九
〇
年
法
七
九
、
八
〇
条
）。
反
社
会
的
行
動
が
そ
も
そ
も
刑
事
犯
罪
と
位
置

付
け
ら
れ
る
行
動
に
限
ら
な
い
も
の
を
含
む
と
い
う
点
で
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
28
）　M

illie (n 14) 380.

（
29
）　

二
〇
〇
六
年
警
察
・
裁
判
法
（Police and Justice A

ct 2006

）
の
改
正
に
よ
り
、
対
象
者
は
「
人
一
般
」
で
も
足
り
る
と
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
反
社
会
的
行
動
の
「
集
積
性
」
の
ゆ
え
に
対
象
者
が
特
定
さ
れ
な
く
と
も
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｏ
の
発
出
が
で
き
る
と
し
た
ポ
ッ
タ
ー

判
決
（Chief Constable of Lancashire v Potter [2003] EW

H
C 2272 (A

dm
in).

）
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。P Edw

ards, ʻN
ew

 A
SBO

s for O
ld?ʼ (2015) 79 J Crim

 L 257, 262.

（
30
）　Edw

ards (n 29) 263.

（
31
）　R

 (M
cCann) v M

anchester Crow
n Court [2002] U

K
H

L 39. 

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
葛
野
尋
之
「
社
会
的
迷
惑
行
為
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
型
規
制
と
適
正
手
続
」
立
命
館
法
学
三
二
七
・
八
号
（
二
〇
〇
九
）。

（
32
）　

二
〇
〇
一
年
刑
事
裁
判
お
よ
び
警
察
法
（Crim

inal Justice and Police A
ct 2001

）
四
八
条

（
33
）　A

 Craw
ford, ʻD

ispersal Pow
ers and the Sym

bolic Role of A
nti-Social Behaviour Legislationʼ (2008) 71 M

LR 753, 
756.

（
34
）　

二
〇
〇
六
年
暴
力
犯
罪
減
少
法
（V

iolent Crim
e Reduction A

ct 2006

）
二
七
条
。

（
35
）　

二
〇
〇
一
年
刑
事
裁
判
お
よ
び
警
察
法
一
条
以
下
。

（
36
）　

前
者
は
一
九
九
〇
年
法
八
七
・
八
八
条
、
後
者
は
二
〇
〇
三
年
法
四
四
・
四
三
条
。

（
37
）　

例
え
ば
落
書
き
除
去
を
命
ず
る
通
告
に
違
反
す
る
行
為
に
も
反
則
金
の
適
用
が
可
能
と
な
っ
た
。Explanatory N

ote (2004 
A

ct), [172]. 

な
お
、
二
〇
〇
三
年
法
で
は
落
書
き
除
去
を
行
政
が
命
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
落
書
き
を
し
た
者
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
に
は
落
書
き
さ
れ
た
表
面
の
責
任
者
に
除
去
の
義
務
を
課
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
景
観
保
護
を
優
先
す
る
か

の
よ
う
な
こ
の
規
定
が
二
〇
一
四
年
法
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
38
）　

指
針
四
三
頁
。

（
39
）　

二
〇
〇
五
年
法
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
公
道
法
（H

ighw
ays A

ct 1980

）
一
二
九
Ａ
条
以
下
。
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（
40
）　

二
〇
〇
一
年
法
一
二
条
。

（
41
）　

二
〇
〇
五
年
法
五
九
条
。
な
お
さ
ら
に
そ
の
前
身
と
な
る
一
九
九
六
年
飼
犬
（
土
地
汚
染
）
法
（D

ogs (Fouling of Land) A
ct 

1996

）
も
犬
の
糞
便
を
放
置
す
る
行
為
に
対
し
て
反
則
金
制
度
を
設
け
て
い
た
。

（
42
）　Craw

ford et al, (n 10) 11.
（
43
）　Card and English, (n 21) 14. 

な
お
庶
民
院
司
法
委
員
会
の
報
告
書
は
裁
判
所
外
措
置
と
し
て
、
①
大
麻
警
告
、
②
固
定
反
則
金

通
告
、
③
秩
序
阻
害
行
為
反
則
金
通
告
、
④
単
純
警
告
、
⑤
条
件
付
警
告
、
⑥
地
域
解
決
の
六
つ
を
紹
介
し
て
い
る
。H

ouse of 
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